
高槻市民間保育所等運営費交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、高槻市民間保育所等運営費（以下単に「運営費」という。）

の交付について必要な事項を定めるものとする。 

 （交付の目的）  

第２条 この運営費は、市内の民間保育所等のうち子ども・子育て支援法（平成２

４年法律第６５号。以下「支援法」という。）第２７条第１項に規定する特定教育・

保育施設（以下「特定教育・保育施設」という。）に対し、この要綱の定めるとこ

ろにより予算の範囲内において、当該施設における教育・保育の実施に要する費

用で別表に定めるものの一部を交付することにより、当該施設における教育・保

育内容の充実と保育士、保育教諭及び幼稚園教諭（以下「保育士等」という。）の

処遇改善及び保護者負担金の軽減等を図ることを目的とする。  

 （交付対象者）  

第３条 運営費の交付の対象は、特定教育・保育施設を設置運営している者とする。

ただし  、次の各号のいずれかに該当する者を除く。  

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（次号において

「暴対法」という。）第２条第２号に規定する「暴力団」をいう。  

(2) 暴力団員 暴対法第２条第６号に規定する「暴力団員」をいう。  

(3) 暴力団密接関係者  大阪府暴力団排除条例第２条第４号に規定する「暴力団

密接関係者」をいう。  

２ 対象者としての要件については、要件確認申立書（様式第１号）にて確認する

こととする。ただし、当年度内において、すでに確認ができている場合は、この

限りではない。 

（交付要件）  

第４条 運営費の交付は、次の各号すべてを満たしていることを要件とする。  

(1) 施設における教育・保育内容の充実と保育士等の処遇改善及び保護者負担金

の軽減等を図ること  

(2) 施設及び運営が「高槻市児童福祉法に基づく事業及び施設に関する基準を定

める条例」（令和３年１２月１６日高槻市条例第４５号。）及び「高槻市認定こ

ども園の認定の要件及び基準を定める条例」並びに「高槻市子ども・子育て支

援法に基づく事業の運営に関する基準を定める条例」（以下「最低基準等」とい

う。）を遵守していること 

 (3) 教育・保育に従事する職員については、有資格者の配置に努めること 

(4) 支援法第２７条第３項第１号に定める額（以下「公定価格」という。）に係る

処遇改善等加算が停止されていないこと 

(5) その他、特に市長が認めたもの 

（対象経費及び算定対象期間等） 

第５条 運営費の交付対象となる経費は、別表に定める経費とする。また、高槻市

民以外が利用している施設にあっては、いずれの経費についても高槻市民に係る

経費を按分すること。 

２ 運営費は、別紙により算出される額を交付基準額とし、この額と対象経費とを

比較し、少ない方の額（１，０００円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。）

とする。なお、算出にあたって適用する公定価格の単価は、基本分単価と基本分



単価に係る処遇改善等加算（加算率 a 及び加算率 b に相当する部分に限る。）の

合計（分園の場合は、当該合計額に分園の場合の調整を適用した額）とする。 

３ 運営費の算定対象期間は、当該年度における運営費の交付申請日の属する月か

ら事業終了月または当該年度末までとする。ただし、市長がやむを得ない事情が

あると認める場合は、この限りでない。 

 （交付申請） 

第６条 運営費の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、運営費交

付申請書（様式第２号）を市長が別に定める期日までに提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 事業計画書 

(2) 運営費交付所要額調書 

(3) その他市長が必要と認める書類 

 （交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定による運営費の交付の申請があったときは、当該申請

に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、次に掲げる事項に

ついて調査し、運営費を交付すべきであると認めたときは、速やかに運営費の交

付を決定するものとする。 

(1) 法令、条例及び規則（以下「法令等」という。）に違反していないこと。 

(2) 予算の範囲内であること。 

(3) 事業の目的及び内容が適正であること。 

(4) 対象経費及び運営費の額の算定に誤りがないこと。 

(5) その他市長が必要と認める事項 

２ 市長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは、運営費

の交付の申請に係る事項について修正を加えて運営費の交付決定をすることが

できる。 

３ 市長は、第１項の調査の結果、運営費を交付することが不適当であると認めた

ときは、速やかに運営費を交付しない旨の決定をするものとする。 

（交付の条件） 

第８条 市長は、運営費の交付を決定する場合において、運営費の交付の目的を達

成するため、次に掲げる条件を付するものとする。 

(1) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。 

(2) 当該事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示

を受けること。 

(3) 市長が、運営費の適正な執行を期するため、事業を行う者（以下「事業者」

という。）に対し報告を求め、又は市職員に当該事業者の施設等に立ち入り、帳

簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる必要があると認

めたときは、これに協力すること。 

(4) 法令等及びこの要綱を遵守すること。 

２ 市長は、運営費の交付の目的を達成するため必要がある場合には、前項に定め

る条件のほか必要な条件を付することができる。 

（決定の通知） 

第９条 市長は、運営費の交付の決定をしたときは、運営費交付決定通知書（様式

第３号）により、速やかに申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、運営費を交付しない旨の決定をしたときは、運営費不交付決定通知書



（様式第４号）により、速やかに申請者に通知するものとする。 

（申請の取下げ） 

第１０条 申請者は、前条第１項の規定による通知を受けた場合において、当該通

知に係る運営費の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるとき

は、当該通知を受けた日の翌日から起算して１０日以内に限り申請の取下げをす

ることができる。 

２ 前項の申請の取下げは、運営費交付申請取下書（様式第５号）を市長に提出す

ることにより行わなければならない。 

３ 第１項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る運営費の交

付の決定は、なかったものとみなす。 

 （運営費の交付及び交付時期） 

第１１条 市長は、運営費を部分払いにより交付するものとする。 

２ 運営費の交付時期は、６月及び３月とする。また、交付額については、１回目

の交付月に交付決定額の１００分の７５の額（１，０００円未満の端数があると

きはこれを切り捨てる。）を、２回目の交付月に差額を交付するものとする。ただ

し、次条の規定に基づき補助額に変更が生じた場合や年度の途中に交付が決定し

た場合等は、この限りでない。  

３ 事業者は、前項の規定により運営費の交付を受けようとする者は、運営費交付

請求書（様式第６号）を市長の定める期日までに提出しなければならない。 

４ 市長は、前項の交付請求書を受けた日から３０日以内に運営費を交付するもの

とする。 

（運営費の変更交付申請及び変更交付決定） 

第１２条 事業者は、教育・保育の実施の実施状況等の変動に伴い運営費が変更に

なった場合は、運営費変更承認申請書（様式第７号）を市長の指定する日までに

提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 事業者は、事業に要する経費の配分又は当該事業の内容の変更をした場合は、

運営費変更承認申請書（様式第７号）を市長の指定する日までに提出し、その承

認を受けなければならない。ただし、軽微な変更であって、事業の目的に変更が

ないものについては、この限りでない。 

３ 事業者は、事業を中止し、又は廃止しようとするときはあらかじめ運営費中止・

廃止承認申請書（様式第８号）を市長に提出し、その承認を受けなければならな

い。 

４ 事業者は、当該事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその旨を

文書で市長に報告し、その指示を受けなければならない。 

５ 市長は、第１項、第２項又は第３項の規定により承認をしたときは、当該事業

者に係る運営費の交付の決定を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付

した条件を変更することができる。この場合において、市長は、事業の変更等に

伴う運営費交付決定取消・変更通知書（様式第９号）により当該事業者に通知す

るものとする。 

 （事情変更による決定の取消等） 

第１３条 市長は、運営費の交付の決定をした場合において、その後の事情変更に

より特別の必要が生じたときは、運営費の交付の決定の全部若しくは一部を取り

消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

ただし、事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りではない。 



２ 市長が前項の規定により運営費の交付の決定を取り消すことができる場合は

次の各号のいずれかに該当する場合とする。 

(1) 天災地変その他運営費の交付の決定後生じた事情の変更により事業の全部

又は一部を継続する必要がなくなった場合 

(2) 事業者が事業を遂行するため必要な手段を使用することができないこと、事

業に要する経費のうち運営費によって賄われる部分以外の部分を負担するこ

とができないことその他の理由により事業を遂行することができない場合(事

業者の責めに帰すべき事情による場合を除く。) 

３ 市長は、第１項の規定による取消又は変更を行ったときは、事情変更による運

営費交付決定取消・変更通知書（様式第１０号）により事業者に通知するものと

する。 

 （事業の適正な遂行） 

第１４条 事業者は、法令等の定め並びに運営費の交付の決定の内容及びこれに付

した条件その他の法令等に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもっ

て事業を行わなければならず、運営費の他の用途への使用をしてはならない。 

（立入検査等） 

第１５条 市長は、運営費の適正な執行を期するため必要があると認めたときは、

事業者に対して報告を求め、又は事業者の承諾を得た上で市職員に当該事業者の

事務所等立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対し

て質問させることができる。 

２ 事業者は、市長の請求に基づき、事業の遂行の状況について報告しなければな

らない。 

（事業遂行等の指示） 

第１６条 市長は、事業者が提出した報告等により、その者の事業が運営費の交付

の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、

その者に対し、これらに従って当該事業を遂行するよう必要な指示をすることが

できる。 

２ 市長は、事業者が前項の指示に従わないときは、当該事業の遂行の一時停止を

指示することができる。 

３ 市長は、前項の規定により事業の遂行の一時停止を指示する場合においては、

当該運営費の交付の内容又はこれに付した条件に適合させるための措置を指定

する期日までに事業者がとらないときは、第１９条第１項第４号の規定により当

該運営費の公布の決定の全部又は一部を取り消す旨を当該事業者に告知するも

のとする。 

（実績報告） 

第１７条 事業者は、当該事業年度終了後から３ヶ月以内に、運営費事業実績報告

書（様式第１１号）に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならな

い。 

 (1) 事業実績報告書 

(2) 運営費精算書 

(3) その他市長が必要と認める書類 

（是正のための措置） 

第１８条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、その報告に

係る事業の成果が運営費の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しな



いと認めるときは、当該事業につき、これに適合させるための措置をとるよう事

業者に対して指示をすることができる。 

（決定の取消） 

第１９条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、運営費の交付

の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により運営費の交付の決定又は交付を受けた

とき。 

(2) 運営費を対象事業以外の用途に使用したとき。 

 (3) 第８条の規定に基づく条件に違反したとき。 

(4) 第１６条又は第１８条第１項の規定に基づく市長の指示に従わなかったと

き。 

(5) 正当な理由がなく第１７条の規定による実績報告を怠り、又は虚偽の報告を

したとき。 

 (6) 第２３条第３項の規定に違反したとき。 

(7) 事業者の責めに帰すべき事情により、当該事業の適正な履行が行われないと

認められるとき。 

(8) 第３条第１項各号のいずれかに該当すること若しくは該当していたことが

判明したとき。 

(9) 第４条に定める要件を満たしていないことが判明したとき。 

２ 前項の規定は、事業について交付すべき運営費の額の決定があった後において

も適用があるものとする。 

３ 市長は、第１項の規定による取消しをしたときは、運営費交付決定取消通知書

（様式第１２号）により事業者に通知するものとする。 

（運営費の返還） 

第２０条 事業者は、第１２条第５項、第１３条第１項又は前条第１項の規定によ

り運営費の交付の決定を取り消された場合において、事業の当該取消しに係る部

分に関し、既に運営費の交付を受けているときは、市長が定める期日までに、当

該運営費の額を返還しなければならない。 

２ 事業者は、当該年度における運営費の額が決定した場合において、既にその決

定した額を超える運営費の交付を受けているときは、市長が定める期日までに、

当該決定額を超える部分に相当する運営費の額を返還しなければならない。 

３ 事業者は、当該年度における運営費の額が決定した後、交付された運営費の全

部又は一部を使用しなかったことが判明したときは、市長が定める期日までに、

当該金額を返還しなければならない。 

（加算金及び延滞金） 

第２１条 事業者は、第１９条第１項の規定による取消しにより、運営費の返還を

求められたときは、その請求に係る運営費の受領の日から納付の日までの日数に

応じ、当該運営費の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間について

は、既納付額を控除した額とし、１００円未満の端数があるときはこれを切り捨

てる。）につき、年７．３パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなけれ

ばならない。 

２ 運営費が２回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用に

ついては、返還を求められた額に相当する運営費は、最後の受領の日に受領した

ものとし、当該返還を求められた額がその日に受領した額を超えるときは、当該



返還を求められた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において

受領したものとする。 

３ 第１項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、事業者

の納付した金額が返還を求められた運営費の額に達するまでは、その納付額は、

まず当該返還を求められた運営費の額に充てられたものとする。 

４ 事業者は、第１項に定める場合を除き、運営費の返還を求められ、これを納期

日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、

その未納額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額

を控除した額とし、１００円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。）につ

き、年７．３パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。 

５ 市長は、事業者が第１項又は前項の規定により運営費に係る加算金又は延滞

金を納付する場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、事業者の

申請により、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。 

 （理由の提示） 

第２２条 市長は、運営費の交付の決定の取消し、事業の遂行若しくは一時停止の

指示又は事業の是正のための措置の指示をするときは、当該事業者に対してその

理由を示すものとする。 

 （財産の管理及び処分の制限） 

第２３条 事業者は、事業により取得した財産又は効用の増加した財産（以下「取

得財産」という。）については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をも

って管理し、運営費の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければなら

ない。 

２ 事業者は、取得財産について台帳を設け、その保管状況を明らかにしなければ

ならない。 

３ 事業者は、取得財産を、運営費の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、

貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ取得財産の処分承認申

請書（様式第１３号）を市長に提出し、また災害により事業者の責めに帰するこ

とのできない理由等により、やむを得ず取得財産が毀損又滅失したときは、事後

で処分承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

４ 市長は、次に掲げる場合には、前項の規定による取得財産の処分の承認をする

ものとする。この場合において、市長は、速やかに取得財産の処分承認書（様式

第１４号）により当該事業者に通知するものとする。 

(1) 災害等により事業者の責めに帰することのできない理由により、当該財産が

毀損又は滅失したとき。 

(2) 前各号に定めるもののほか市長がやむを得ない事情があると認めるとき。 

５ 市長は、第３項の処分承認申請書の内容を確認した結果、処分を承認すること

が不適当であると認めたときは、速やかに所得財産の処分不承認書（様式第１５

号）により当該事業者に通知するものとする。 

 （関係書類の整備） 

第２４条 事業者は、事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整

備し、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、これを事業完了後５年間保

管しておかなければならない。 

（留意事項） 

第２５条 事業者が、その業務を行うにあたっては、事業の対象者への対応には十



分配慮するとともに、業務を行うにあたって知り得た個人情報については、業務

遂行以外に用いてはならないこととする。 

（委任） 

第２６条 この要綱に定めるもののほか、運営費の交付について必要な事項は、所

管部長が定める。 

    

附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年１月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年４月１５日から施行し、令和４年４月１日より適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和７年１２月１日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和８年４月２日から施行し、令和８年４月１日から適用する。 

 


